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道路交通法等に定められている合図の時期や方法

  相手の顔も見えず、言葉による伝達もできない運転時

において、相手との円滑なコミュニケーションを図るた

めには、道路交通法等に定められたウインカー等による

合図を的確に実践していくことが不可欠となります。

◆合図が必要な場合

　合図が必要な場合として道路交通法第53条では、「左

折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は

同一方向に進行しながら進路を変えるとき」と定められ

ており、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しな

ければならないとされています。

◆合図の時期

　合図は、いつ出してもよいというわけではありません。

なかには、右左折や進路変更の直前になってウインカー

を出すケースも見られますが、これでは他車は対応しき

れず事故につながりかねません。そのため、道路交通法

施行令第21条において、合図を出す時期が次のように定

められています。

【左折・右折・転回時】

　右左折又は転回しようとする地点から30メートル手前

の地点に達したとき。

【進路変更時】

　進路変更しようとする３秒前。

【徐行・停止・後退時】

　徐行、停止、後退を行うとき。

　※徐行、停止は、制動灯が点灯することで、後退は後

　　退灯が点灯することで合図とみなされます。

◆必要以外の合図の禁止

　右左折や進路変更など合図が必要な行為をしないにも

かかわらず合図を出すのは禁止されています。

安全な運転を確保するためには、車同士の円滑なコミュニケーションを図ることが重要なポイントの

一つになります。カーコミュニケーションの方法としては、ウインカーによる合図など道路交通法等に

基づくものと、ハザードランプによる停止の合図などドライバー同士で習慣的に行われている道路交通

法に基づかないものがあります。今回は、これらの方法をまとめてご紹介します。

イラスト

交差点手前30メートルの地点で
右折の合図を出している場面

イラスト追加

片側２車線の道路
で右側車線前方の
車が左のウインカ
ーを出したのをみ
て、進路変更して
くるなと考えてい
るドライバー
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道路交通法によらないカーコミュニケーションの方法と留意点

非公式な合図によるコミュニケーション

自然発生的な、非公式な合図によるカーコミュニケーシ

ョンで、日常の運転のなかで多用されているものには、

以下のようなものがあります。

①進路を譲るパッシングライト

②渋滞を発見したときのハザードランプ

③割り込みをさせてくれたあとのハザードランプ

④夜間の、すれ違いで道を譲るヘッドライトの消灯

⑤入れてもらうとき手をあげる

非公式な合図は、公式合図でカバーできないようなコミ

ュニケーションを可能にするという、安全で円滑な交通

のために一役買っているという好ましい面と、合図の意

味がドライバーの共通認識になっているとは限らず、取

り違いにより重大事故にもなるという危険な面がありま

す。

たとえば、パッシングライトによる合図はどうでしょう

か。

対向車のパッシングライトには「来るな。自分が先に行

く」、「譲ります。お先にどうぞ」、「あなたのヘッド

ライトがついています」、「前方で取締りが行われてい

ます」、などの多様な意味があるとされています。

そうすると発信する側が「自分が先に行く」という意図

でその行為を行ったとしても、受け取る側が「お先にど

うぞ」という意味に解釈すれば、大きな事故になりかね

ません。

また、相手が初心運転者の場合は、メッセージの意味そ

のものがわからない場合もあります。

このように非公式合図は、教習所などで公式に教育され

るものでないため、発信する側の意図が、相手に正確に

伝わるという保証はなく、コミュニケーションが成立し

ない場合があることを知っておく必要があります。

そこで、実際の場面では、相手の合図を見て瞬間的に判

断・行動するのではなく、状況をよく読みとり、行動す

ることが大切です。

運転経験の少ないドライバーを多く抱える企業だからこ

そ、非公式な合図もOJTによる教育を行なって下さい。

クラクションは公式および非公式な合図として使用され

ています。公式には、道路交通法で、クラクションは所

定の標識のある場所や区間で見通しのきかないところ、

また危険回避のためやむを得ない場合以外では鳴らして

はいけないと定められています。しかし非公式としては、

お礼や、不満などの感情表現に使われています。

　蓮花教授の研究によると、クラクションの使い方には、

その長さにより

①� お礼などの社会的エチケットのクラクションでは

0.1秒ほど

②� 注意を喚起し、安全確保をするためのクラクショ

ンでは0.3秒程度

③� イライラや不快感などの感情表現のクラクション

では0.5秒以上

　の３区分がみられたということです。しかし運転経験

が長い者同士では、使い分け、聞き分けができるとして

も、初心者や一部の運転経験者はその使い分けが不十分

で、無頓着のまま長く鳴らしがちの人があり、この場合

聞いた相手は攻撃的な感情表現と受け取りやすいなどク

ラクションによるコミュニケーションは、問題があると

しています。

　クラクションという音による合図は刺激性が強く、使

い方を誤ると攻撃的な意味と受け取られるおそれがある

ことを考えると基本的には避けるべきで、使用する場合

には細心の注意を払う必要があります。

 カーコミュニケーションの方法として、

道路法に基づく合図による場合と、ハザ

ードランプによる停止の合図など道路交

通法に基づかない場合があります。今回は、

これらの方法をまとめてみました。

ハザードランプで減速・停止の意図を伝える

　停止するときに一気にブレーキを踏んで停止すると急

停止になり、後続車に追突される危険が高まります。停

止するときは、ブレーキを一度に踏んで停止するのでは

なく、数回に分けて踏むポンピングブレーキを行い、後

続車に停止する意思を伝えるようにするとよいでしょう。

ポンピングブレーキで減速・停止の意図を伝える

　道路に駐停車する際、それを示すために方向指示器を

点滅させている車を見かけることがあります。これは方

向指示器の誤った使い方であり、他車に発進の合図と受

け取られるおそれがあります。駐停車を示すときは、ハ

ザードランプか尾灯を用いましょう。

駐停車を示すための方向指示器の使用はしない

　交差点での信号待ちをしていて、信号が青に変わった

にもかかわらず前車が発進しないときなどに、クラクシ

ョンを鳴らして前車に注意を喚起するという方法が用い

られることがあります。こうした方法はクラクションの

使い方によっては、前車のドライバーの感情を損ねてト

ラブルの原因になることがあります。クラクションの使

用については、自分では好意のつもりであっても、相手

がそのように受け取るとは限りませんから、できるだけ

使用は控えるか、やむを得ず使用しなければならない場

合は、軽く短く鳴らすようにしましょう。

　なお、相手に進路を譲るときなどにヘッドライトを点

滅させる方法がよく用いられますが、初心運転者などは

その意味がわからなかったり、別の意味に受け取られる

ことがあります。進路を譲るときは、手振りも併用して

確実に相手に伝わるようにするのがよいでしょう。

クラクションの使用はできる限り控える

イラスト

渋滞の最後尾で停止するときに

ハザートランプを点滅させてい

る場面

　減速や停止をするときに、ハザードランプ（非常点滅

表示灯）を点滅させ、後続車に自車の減速や停止を知ら

せるという方法が用いられることがあります。

　ハザートランプの点灯については、それが義務づけら

れているのは、「夜間に幅員が5.5メートル以上の道路

に駐停車するとき」（道路交通法施行令第18条）と、「通

学通園バスが、小学校の児童、生徒又は幼児の乗降のた

めに停車しているとき」（道路交通法施行令第26条の３）

であり、減速や停止時に関する規定はありません。ただ、

特に高速道路では、渋滞の最後尾で停止しているときに

後続車に追突されるという事故が発生していますので、

最後尾に停止するときはハザードランプを点滅させて後

続車の注意を喚起するのも事故から身を守るうえでの方

法の一つといえるでしょう。

　なお、相手に道を譲られたときなどにハザードランプ

を数回点滅させる、いわゆる「サンキューハザード」は

周囲の車に誤解を与えるおそれがありますから、控えた

ほうがよいでしょう。

　交差点での信号待ちをしていて、信号が青に変わった

にもかかわらず前車が発進しないときなどに、クラクシ

ョンを鳴らして前車に注意を喚起するという方法が用い

られることがありますが、自分では好意のつもりであっ

ても、相手にそのように受け取られるとは限らず、トラ

ブルの原因になることがあります。

　道路交通法第54条においても、クラクションの使用は

限定されており、みだりに使用することは禁止されてい

ます。したがって、クラクションの使用はできるだけ控

えるのが望ましいといえますが、やむを得ず使用しなけ

ればならない場合には、軽く短く鳴らすなどの配慮をす

るとよいでしょう。

クラクションの使用はできる限り控える

イラスト

前方の信号が赤で、ポンピング

ブレーキで停止しようとしてい

る場面

イラスト

青信号で発進しない前車に対し

て激しくクラクションを鳴らす

のは×であることを示す場面
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